
,726,394

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２６年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
3. 民生費 2. 児童手当支給事業

3. 児童福祉費

2. 児童措置費 児童青少年課

（佐倉市）　　

-

平成23年度 -

経常 補助 通常 0 0 1,404
平成24年度 -

平成25年度 -

平成26年度 -

平成27年度 -

国庫支出金 県支出金 その他

2,275,825 0 0 2,275,825 △2,275,825

2,275,825 2,688,292 1,865,203 410,622 0 412,467

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するた 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応 ・保護者の経済的負担の軽減が図られます。

めに、中学校修了前までの子どもを養育している方に、児童手当を支給 援します。 ・子どもの健全な育成の推進が図られます。

します。

<支給額>・3歳未満　月額1万5千円　・3歳以上小学校修了前（第1子・

第2子） 月額1万円　・3歳以上小学校修了前（第1子・第2子）

 月額1万5千円　・中学生　月額1万円　・所得制限額以上であるもの月

額５千円

09 5 5 0

11 1,837 2,096 △259

20 2,686,450 2,733,340 △46,890

14 01 01 05 01 00 児童手当負担金 1,865,203 1,865,203 1,894,517 △29,314

15 01 01 06 01 00 児童手当負担金 410,622 410,622 419,410 △8,788

差引一般財源 △2,275,825 412,467 △2,313,927 2


